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総 会 次 第 

  

 

 １．開 会 

 

２．議 事 

第１号議案 令和７年度事業報告について 

第２号議案 令和７年度収支決算について 

第３号議案 令和８年度事業計画（案）について 

第４号議案 令和８年度収支予算（案）について 

 

３．その他 

 

 ４．閉 会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号議案 令和７年度事業報告について 

令和７年度は、中期推進項目として①ＩＣＴ利活用普及推進、②情報セキュリティ普及啓発、 

③ⅮＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進を掲げ、本協議会の目的達成に資する 

事業に取り組んでいくこととし、新たにⅮＸ推進を追加して情報収集に取り組んだ。 

 

中期推進項目 

新型コロナウィルス感染症への対応でデジタル化をめぐる様々な課題が顕在化し、また、 

社会経済の持続的発展や県民の幸福な生活を実現するうえでも、デジタル技術を最大限に 

活用していくことが,今まで以上に求められている。 

本協議会では、県民がデジタル社会の利便性を実感できる豊かで住みよい地域を実現する 

とともに、地域社会・経済の健全な発展に資するため、多様な専門性を持つ会員間の情報の 

共有を図り、相互協力のもと、以下の中期推進項目を積極的に進めていく。 

 

① ＩＣＴ利活用普及推進 

県民、県内事業者等に対しＩＣＴ利活用に主体的に取り組むことができる人材の育成や 

IＣＴの更なる利活用のきっかけとなる情報の収集、調査、周知等を行う。また、社会の 

デジタル基盤となるマイナンバーカードの正しい理解と利用の促進、そして、県民の誰もが

デジタル技術の恩恵を受けられるよう世代間デジタルデバイドの解消に必要な取組の企画

立案を行う。 

 

② 情報セキュリティ普及啓発 

社会のニーズや技術の高度化を背景としたこれまで以上のＩＣＴ機器の発展及び利活用

の多様化に伴い、適切な情報セキュリティの知識を得られる普及啓発活動はより一層重要と

なるとともに、個人・企業ともに取り扱う情報量や種類が増えていくにつれて、情報漏洩や

不正操作といったリスクも高まっていくことから、引き続き情報セキュリティに関する普及

啓発活動を継続していく。 

 

③ ⅮＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進 

少子高齢化や 2025 年の崖といった社会課題の解決に向けて、ＩＣＴの利活用を戦略的に

進めていく必要があり、これまで前例のないＤＸを推進していくための「きっかけ」となる

成功事例や人材育成に関する情報提供やＤＸ実証事業を、関係機関、団体等と協力し進めて

いく。 

 

 

  



 

 

１ 会 議 

(1) 定期総会 

日付 令和７年６月 2日（月） 

場所 ホテルマリターレ創世 

内容 

役員の改選について 

令和６年度事業報告について 

令和６年度収支決算について 

令和７年度事業計画（案）について 

令和７年度収支予算（案）について 

 

（2) 幹事会 

高情協の事業計画、収支決算及び収支予算の策定、幹事会直轄事業に関する審議を行った。 

 

〇第１回 

 

 

 

 

 

〇第２回 

 

 

 

 

 

 

〇第３回 

 

 

 

 

 

〇第４回 

日付 令和７年４月２５日（金） 

場所 市町会館  

内容 

定期総会の日程（案）及び次第（案）について 

定期総会付議事項（案）について 

その他 

日付 令和７年９月３０日（火） 

場所 市町会館 

内容 

令和７年度 第２回 ICTに関する講演会について 

令和７年度 事業進捗報告について 

その他 

日付 令和８年１月２３日（金） 

場所 市町会館 

内容 
令和７年度 事業進捗報告について 

 

日付 令和８年３月２６日（木） 

場所 市町会館  

内容 

本年度の事業進捗について 

令和８年度事業計画について 

令和８年度定期総会について  

その他 



２ 幹事会直轄事業 

中期推進項目 

①ＩＣＴ利活用普及推進 

②情報セキュリティ普及啓発 

③ⅮＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進 

 

 

（体系） 

１　ＩＣＴに関する講演会

Ⅰ　ＩＣＴに関する講演会等

２　ＩＣＴ利活用先進事例収集・紹介

４　ネットワーク・広報事業

３　情報セキュリティ事業

Ⅱ　ＩＣＴ普及啓発事業

　関係団体との意見交換・事業調整

１　ＩＣＴ利活用実証・体験促進事業

２　ＩＣＴ利活用推進団体支援事業 　ＩＣＴ利活用推進事業補助金交付

　ネットの安全・安心けいはつコンクール

　情報モラル啓発イベント

 

 

 

Ⅰ ＩＣＴに関する講演会等（中期推進項目①、②、③関連） 

県内各地域における情報化の推進を図るため、会員、事業者、一般県民を対象として、ＩＣＴ

の最新動向を知るとともに、ＩＣＴの効果的な利活用を促進するための講演会を開催した。 

また、講演会補完事業として、これからＩＣＴ利活用の推進を図ろうとする会員にとって 

参考となるＩＣＴ利活用先進事例の視察を実施した。 

 

〇第１回ＩＣＴに関する講演会 

日付 令和７年６月２日（月） 

場所 ホテルマリターレ創世 

内容 

講演①演題 デジタルで変える！ 佐賀のビジネス！ 

講師 村上 保夫 氏 （公益財団法人佐賀県産業振興機構 

 さが産業ミライ創造ベース RYO－FU BASE） 

 

講演②演題 九州総合通信局の取組～地域 DXの推進政策について～ 

講師 伊藤 一美 氏（総務省九州総合通信局） 

参加者数 ４５人(オンライン参加約１２人含む) 

 

 

 

 



〇第２回ＩＣＴに関する講演会 

日付 令和７年１０月２７日（月） 

場所 ホテルマリターレ創世 

内容 

講演①演題 最近のサイバー犯罪情勢について 

講師 藤井 信吾 氏（佐賀県警察本部サイバー犯罪対策課） 

 

講演②演題 生成AIで描く新時代のビジネス 

講師 本間 謙斗 氏（がばいAIコンサルティング株式会社） 

参加者数 約４８人(オンライン参加 約２１人含む) 

 

〇先進事例視察 

日付 令和８年 ３月２３日（月） 

場所 公益財団法人九州先端科学技術研究所・株式会社QTｎｅｔ 

内容 
生成 AI・情報セキュリティの視察（概要説明、意見交換、実機確認） 

参加者数 １２人 

 

 

Ⅱ ＩＣＴ普及啓発事業 

  １ 情報セキュリティ事業（中期推進項目②関連） 

(1) ネットの安全・安心けいはつコンクール 

佐賀県、佐賀県教育委員会、佐賀県警察本部、特定非営利活動法人ＩＴサポートさが

及び本協議会で実行委員会を構成して、第１８回令和７年度ネットの安全・安心 

けいはつコンクールを実施した。 

・ 作品応募総数 ５５６点 

・ 令和８年１月２０日（火）～１月２７日（火）佐賀市アバンセ展示コーナーにて展示 

 （メタバース作品展示：令和８年１月２０日（火）公開 ㈱リプロネクストが提供する 

仮想空間プラットフォーム「Roomiq」を利用） 

・ 佐賀県知事賞などのほか、佐賀県高度情報化推進協議会賞を交付 

 

(2) 情報モラル啓発イベント 

ネットの安全・安心けいはつコンクールやサイバー防犯ボランティア動画コンテストの

作品を用いて、情報モラルやセキュリティの啓発に取り組むイベント 

 

〇情報モラル啓発イベント（令和６年度コンクール受賞作品の投影展示） 

日付 令和７年１０月１（水）～令和７年１０月３１日（金） 

場所 ＪＲ佐賀駅「ＴＥＲＡビジョン」 

内容 
令和６年度ネットの安全・安心けいはつコンクールの受賞作品を大型サイネージに 

投影展示 

 

 

 

 



〇サイバー防犯啓発イベント（佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策協議会との連携事業） 

 

 

２ ＩＣＴ利活用実証・体験促進事業（中期推進項目①関連） 

   これまでの ICT 利活用促進調査研究事業の根本的な見直しを行い、中期推進項目にも掲げ

ている「ＩＣＴ活用普及促進の人事育成・確保」に焦点をあて、「学校と企業との接点づくり」

を目的に、会員である佐賀コンピュータ専門学校と唐津ビジネスカレッジでの校内での企業

説明会の実施。 

 

【１】佐賀コンピュータ専門学校 

      ①名村情報システム株式会社  

      ②嬉野市広報広聴課 

      →業界研究講座を企業説明会に近い形で９月～１月（毎月１回）に１年生を対象に

開催 

      

   【２】唐津ビジネスカレッジ 

       ①名村情報システム株式会社  

       ②SDCソリューションズ株式会社 

      ③嬉野市広報広聴課 

      →毎月月末、授業の一環として企業説明会を開催。 

    ４月～７月は１・２年生、１０月～１２月は１年生が対象 

 

〇サガシル２０２５（さがを深く知る大交流会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＩＣＴ利活用推進団体支援事業（中期推進項目②関連） 

(1) ＩＣＴ利活用促進事業補助金交付 

ＩＣＴ利活用を推進する団体が実施する中期推進項目に該当する事業への補助を行った。 

 

 

 

 

 

日付 令和８年２月 １日（日）～令和８年 ２月２８日（土） 

場所 JR佐賀駅「TERAビジョン」 

対象 佐賀県民 

内容 サイバー防犯ボランティア動画コンテスト作品を大型サイネージに投影展示 

日  付 令和７年１１月３０日（日） 

場  所 SAGAアリーナ 

対  象 大学・短期大学・専門学校・高校生 

主  催 佐賀県産業人材確保プロジェクト推進会議 大学・短期大学部会 

出展会員 ニシム電子工業株式会社佐賀支店・有限会社佐賀情報ビジネス 



ア 特定非営利活動法人シニアネット佐賀（補助金額２６６千円） 

〇講演会・スマホ基礎講座・相談会 

日 付 場 所 受講者数 

令和７年 ９月24日（水）～26日（金） 小城市社会福祉協議会 ４５人 

令和７年10月20日（月）～22日（水） 白石町社会福祉協議会 １１人 

令和７年10月28日（火）～29日（水） 嬉野市楠風館 ２０人 

令和７年10月31日(金） アバンセ 第4研修室 ２１人 

 

イ  特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀（補助金額２６６千円） 

〇パソコン、タブレット、スマホのシニア困りごと相談会 

日 付 場 所 受講者数 

令和７年 ７月３０日（水） 佐賀市若楠公民館 ５人 

令和７年 ８月 ５日（火） 佐賀市金立憩いの家 ９人 

令和７年 ８月 ８日（金） 佐賀市商工プラザ ５人 

令和７年 ８月２２日（金） 佐賀市商工プラザ ６人 

令和７年 ９月 ４日（木） 鳥栖市若葉まちづくり推進センター １２人 

令和７年 ９月１２日（金） 佐賀市兵庫公民館 ６人 

令和７年 ９月２５日（木） 太良町公民館 １２人 

令和７年１０月１４日（火） 鳥栖市弥生が丘まちづくり推進センター １１人 

令和７年１０月２３日（木） 佐賀市高次脳機能障害センター ８人 

令和７年１１月２５日（火） 佐賀市新栄公民館 ５人 

令和７年１１月２９日（土） 有田町シニア電脳俱楽部 ８人 

令和７年１２月 ８日（月） 佐賀市春日北公民館 １１人 

令和７年１２月 ９日（火） 大町町公民館 １１人 

令和７年１２月１０日（水） 佐賀市高木瀬公民館 ８人 

令和７年１２月１５日（月） 太良町公民館 １１人 

令和８年 １月１４日（水） 佐賀市諸富公民館 ５人 

令和８年 １月１５日（木） 鹿島市エイブル １２人 

令和８年 １月１６日（金） 佐賀市開成公民館 ３人 

令和８年 １月１６日（金） 鳥栖市鳥栖北まちづくり推進センター １１人 

令和８年 １月２２日（木） 佐賀市大託間公民館 ５人 

令和８年 １月２７日（火） 佐賀市金立公民館 １２人 

令和８年 １月２９日（木） 嬉野市塩田公民館 １１人 

令和８年 １月２９日（木） 佐賀市循誘公民館 ９人 

 

 

 



ウ 佐賀県中小企業団体中央会（補助金額２６６千円） 

〇AI活用イベント（てづくりえほんワークショップ・県内事業者向け AIセミナー） 

  

 

４ ネットワーク・広報事業（中期推進項目①、②、③関連） 

中期推進項目に合致する関係機関、団体の個々の取組について、各種事業の広報について 

協力した。また、本協議会ＨＰやＳＮＳ等のＷｅｂ各種媒体を通じて会員間の情報の共有化を

図るとともに、本協議会の事業告知や成果、関係団体のＩＣＴに関する取組等、ＩＣＴに関す

る様々な情報を広く社会に情報発信した。 

 

【後援事業】 

〇佐賀県サイバーセキュリティーセミナー in 佐賀 

 

○生産性向上のための ITフェア 

 

〇さがプログラミングアワード２０２５ 

 

日 付 場 所 受講者数 

令和７年８月１７日（日） 伊万里市民図書館 １０組２０人 

令和８年２月 ４日（水） 佐賀商工ビル ７F 会議室 ２２人 

日付 令和７年８月２９日（金） 

場所 グランデはがくれ  

対象 中小企業経営者、情報システム担当者、自治体担当者、医療機関従事者等 

共催 
佐賀県警、佐賀県（公財）佐賀県産業振興機構佐賀県イノベーションセンター 

佐賀県商工会議所連合会、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会 

日付 令和７年１２月４日（木） 

場所 ホテルマリターレ創世 

対象 佐賀県内中小企業 

主催 佐賀県商工会議所、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会 

日付 令和７年１２月１３日（土） 

場所 メートプラザ佐賀 

対象 佐賀県在住または在住の小学生 

主催 佐賀新聞社 



第２号議案 令和７年度収支決算について 

 

  



 

  



第３号議案 令和８年度 事業計画（案）について 

 

令和８年度は、中期推進項目として令和６年度から令和７年度にかけて取り組んできた３つの柱

である①ＩＣＴ利活用普及推進、②情報セキュリティ普及啓発、③ⅮＸ（デジタル・トランスフォ

ーメーション）推進を引き続き行っていく必要があると考えていることから、現在の中期推進項目

の内容を継続して、本協議会の目的達成に資する事業に取り組む。 

 

中期推進項目 

新型コロナウィルス感染症への対応でデジタル化をめぐる様々な課題が顕在化し、また、社会

経済の持続的発展や県民の幸福な生活を実現するうえでも、デジタル技術を最大限に活用して

いくことが今まで以上に求められている。 

本協議会では、県民がデジタル社会の利便性を実感できる豊かで住みよい地域を実現すると

ともに、地域社会・経済の健全な発展に資するため、多様な専門性を持つ会員間の情報の共有を

図り、相互協力のもと、以下の中期推進項目を積極的に進めていく。 

 

① ＩＣＴ利活用普及推進 

県民、県内事業者等に対しＩＣＴ利活用に主体的に取り組むことができる人材の育成や 

IＣＴの更なる利活用のきっかけとなる情報の収集、調査、周知等を行う。また、社会の 

デジタル基盤となるマイナンバーカードの正しい理解と利用の促進、そして、県民の誰もが

デジタル技術の恩恵を受けられるよう世代間デジタルデバイドの解消に必要な取組の企画

立案を行う。 

 

② 情報セキュリティ普及啓発 

社会のニーズや技術の高度化を背景としたこれまで以上のＩＣＴ機器の発展及び利活用の

多様化に伴い、適切な情報セキュリティの知識を得られる普及啓発活動はより一層重要とな

るとともに、個人・企業ともに取り扱う情報量や種類が増えていくにつれて、情報漏洩や不正

操作といったリスクも高まっていくことから、引き続き情報セキュリティに関する普及啓発

活動を継続していく。 

 

③ ⅮＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進 

少子高齢化などの社会課題の解決に向けて、ＩＣＴの利活用を戦略的に進めていく必要が

あり、これまで前例のないＤＸを推進していくための「きっかけ」となる成功事例や人材育成

に関する情報提供やＤＸ実証事業を、関係機関、団体等と協力し進めていく。 

 

 

 

  



（体系） 

１　ＩＣＴに関する講演会

Ⅰ　ＩＣＴに関する講演会等

２　ＩＣＴ利活用先進事例収集・紹介

４　ネットワーク・広報事業

３　情報セキュリティ事業

Ⅱ　ＩＣＴ普及啓発事業

　関係団体との意見交換・事業調整

１　ＩＣＴ利活用実証・体験促進事業

２　ＩＣＴ利活用推進団体支援事業 　ＩＣＴ利活用推進事業補助金交付

　ネットの安全・安心けいはつコンクール

　情報モラル啓発イベント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ ＩＣＴに関する講演会等（中期推進項目①、②関連） 

県内各地域における情報化の推進を図るため、会員、事業者及び一般県民を対象として、ＩＣ

Ｔの最新動向を知るとともにＩＣＴの効果的な利活用を促進するための講演会を新しい生活様式

に対応した形で開催する。 

また、講演会補完事業として、これからＩＣＴ利活用の推進を図ろうとする会員にとって参考

となるＩＣＴ利活用先進事例を視察する機会をつくる。 

 

 

Ⅱ ＩＣＴ普及啓発事業 

１ ＩＣＴ利活用実証・体験促進事業（中期推進項目①、②、③関連） 

   ICT活用普及推進の人材育成・確保に焦点をあて、学校（学生）と企業の接点づくりとし、学

校での企業の説明会に向けたマッチングに取り組む。また学生等を対象とした就活イベント等

に協議会として参加し、会員企業の PRを行う。 

 

 ２ ＩＣＴ利活用推進団体支援事業（中期推進項目①、②関連） 

   ＩＣＴ利活用を推進する団体が実施する中期推進項目に該当する事業への補助（ＩＣＴ利活

用促進事業補助金交付）を行う。事前の利用ニーズ調査の結果、３会員から利用希望が提出さ

れている。 

  

 ３ 情報セキュリティ事業  

県民の情報セキュリティの向上を目指し、その普及啓発活動を関係機関、団体等と協力し進

める。 

取組事例としては、「ネットの安全・安心けいはつコンクール」に今年度も参画し、関係機関

とともに主体的に取り組むとともに、受賞作品を用いた「情報モラル啓発イベント」を主催し、

情報モラルやセキュリティの啓発に取り組む。また、佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策

協議会とも連携した啓発活動を検討する。 

 

４ ネットワーク・広報事業（中期推進項目①、②、③関連） 

中期推進項目に合致する関係機関、団体の個々の取組内容、課題等を把握し、各取組との連

携を推進する。各種事業のＷｅｂ上での広報について協力する。 

また、本協議会ＨＰやＳＮＳ等のＷｅｂ各種媒体を通じて会員間の情報の共有化を図るとと

もに、本協議会の事業告知や成果、関係団体のＩＣＴに関する取組、情報セキュリティに関す

る普及啓発資料等、ＩＣＴに関する様々な情報を広く社会に情報発信する。 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年度 事業スケジュール（案） 

 

月 定期及び幹事会直轄事業 

４月  

５月  

６月 
◆定期総会・第１回ＩＣＴに関する講演会（６月１日(月)） 

◆令和８年度サガシル（さがを深く知る大交流会）（６月２０日（土）） 

７月  

８月  

９月  

10月 
◆第２回ＩＣＴに関する講演会（予定） 

◆情報モラル啓発イベント 

11月  

12月  

１月 ◆ＩＣＴ利活用事例視察（予定） 

２月  

３月  

 

 

 

 

 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
推
進
団
体
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援
事
業 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
実
証
・
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促
進
事
業 



第４号議案 令和８年度 収支予算（案）について 

  

第４号議案 令和８年度 収支予算（案）について 

 

＜収入の部＞ （単位：円）

7年度

決算（Ｃ）

差引額

（Ａ－Ｃ）

2,583,000 2,601,000 △ 18,000 2,583,000 0
令和8年度会員数　90

（一般会員　84、特別会員　6）

県 (450,000) (450,000) (0) (450,000) (0) １会員

市町 (684,000) (684,000) (0) (684,000) (0) 20会員

企業・団体・個人 (1,449,000) (1,467,000) (△ 18,000) (1,449,000) (0) 63会員

140,000 140,000 0 113,000 27,000 情報通信月間援助金

1,500 1,500 0 4,069 △ 2,569 預金利息等

1,477,983 1,138,279 339,704 1,138,279 339,704

4,202,483 3,880,779 321,704 3,838,348 364,135

＜支出の部＞ （単位：円）

7年度

決算（Ｃ）

差引額

（Ａ－Ｃ）

3,000,000 3,000,000 0 2,071,668 928,332

ICTに関する講演会等 (1,200,000) (1,200,000) (0) (797,968) (402,032) 講演会1,000,000円、視察　200,000円

ICT普及啓発事業 (1,800,000) (1,800,000) (0) (1,313,700) (486,300)

・ICT利活用実証・体験促進事業　   500,000円

・ICT利活用推進団体支援事業　     800,000円

・情報モラル啓発、セキュリティ事業等　 500,000円

150,000 150,000 0 140,742 9,258

総会 (110,000) (110,000) (0) (106,942) (3,058) 総会　年間１回

幹事会 (40,000) (40,000) (0) (33,800) (6,200) 幹事会　年間４回

100,000 160,000 △ 60,000 147,955 △ 47,955

952,483 570,779 381,704 0 952,483

4,202,483 3,880,779 321,704 2,360,365 1,842,118

7年度

予算（Ｂ）

合計

8年度

予算（Ａ）

会議費

幹事会直轄事業費

事務費

予備費

（参考）

備　考

合計

科目

令和8年度収支予算（案）

科目
8年度

予算（Ａ）

7年度

予算（Ｂ）

（参考）

備　考

会費収入

差引額

（Ａ－Ｂ）

差引額

（Ａ－Ｂ）

助成金

雑収入

繰越金



会 員 一 覧 

 

グループ 会員（令和８年４月１日現在） 

メディア・ 

通信・電器 

など 

（２５＋２） 

 

計２７ 

NTT西日本㈱佐賀支店、NTTドコモ BS㈱九州支社佐賀支店、九州電力㈱ 

佐賀支店、㈱ＱＴｎｅｔ佐賀支店、ニシム電子工業㈱佐賀支店、ＫＤＤＩ

㈱九州総支社、㈱サガテレビ、日本放送協会佐賀放送局、㈱エフエム佐賀、

ＮＢＣラジオ佐賀、有田ケーブル・ネットワーク㈱、伊万里ケーブルテレ

ビジョン㈱、㈱ぴーぷる、佐賀シティビジョン㈱、西海テレビ㈱、㈱ケー

ブルワン、藤津ケーブルビジョン㈱、㈱多久ケーブルメディア、㈱テレビ

九州、㈱佐賀新聞社、㈱宮園電工、富士通Ｊａｐａｎ㈱ 

佐賀支店、㈱音成印刷、誠文堂印刷㈱、㈱古川総合印刷 

佐賀県ケーブルテレビ協議会、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会佐賀地区 

支部 

ソフトウェ

ア・情報処理

サービスなど 

（１７＋１） 

 

計１８ 

㈱ワールドシステムサービス佐賀事業所、㈱佐賀情報管理センター、 

ＳＤＣソリューションズ㈱、㈱佐賀ＩＤＣ、㈱ジムコ、ダイワボウ情報 

システム㈱佐賀支店、名村情報システム㈱、ＮＤＳデータソリューション

ズ㈱佐賀センター、㈱プライム、㈲佐賀情報ビジネス、木村情報技術㈱、

㈱トゥーファクトリー、㈱サインズ、㈱マルゼン看板、㈱イーバイピー㈱

学映システム、㈱コーユービジネス、 

佐賀県ソフトウェア協同組合 

 

 

計５ 

ＮＰＯ法人佐賀県ＣＳＯ推進機構、ＮＰＯ法人ＩＴサポートさが、 

ＮＰＯ法人シニアネット佐賀、ＮＰＯ法人シニア情報生活アドバイザー 

佐賀、平田義信 

各 種 団 体 ・ 

学校 

 

計１３ 

佐賀商工会議所、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、 

佐賀県農業協同組合中央会、佐賀県有明海漁業協同組合、(一社)佐賀県医

師会、(一社)佐賀県建設業協会、(公社)佐賀県トラック協会、(公財) 

佐賀県産業振興機構、唐津情報都市推進協議会、唐津ビジネスカレッジ、 

佐賀コンピュータ専門学校、佐賀大学 

地方自治体・ 

特別会員 

 

計２７ 

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、

嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、 

有田町、大町町、江北町、白石町、太良町、佐賀県、九州総合通信局、 

九州経済産業局、九州農政局佐賀県拠点、佐賀県市長会、佐賀県町村会、 

佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策協議会 

（以上９０会員） 

 

 

 

 

 

 

 

市民社会組織・ 

個人 



【参考資料】 

佐賀県高度情報化推進協議会規約 
 

第１章 総    則 

 

（名  称） 

第１条  この会は、佐賀県高度情報化推進協議会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（目  的） 

第２条 本会は、情報ネットワークの整備が進み利活用の促進が中心課題になりつつある社会状況

に的確に対応し、本県の市民社会組織、産業界、学界、行政の連携により、21世紀における豊か

で住みよい地域社会の実現にＩＣＴを効果的に活用していくため、県内各地域における情報化の

推進を図ることを目的とする。 

 

（事  業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、プロジェクト事業、幹事会直轄事業及び本

会の目的を達するために必要なその他の事業を行う。 

２ プロジェクト事業は、本会が掲げる研究テーマに対し会員が責任者を務める組織や個

人、自治体が応募するもので、交付については別に定める要綱にしたがう。 

３ 幹事会直轄事業とは、幹事会が特に必要と判断し遂行する事業を指し、会員内外に委託

できるものとする。 

 

（組  織） 

第４条 本会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に幹事会を設けるとともに本会

の庶務事項を処理する事務局を設ける。 

 

（部  会） 

第５条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。 

２ 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、会長が幹事会の議を得て別に定める。 

 

第２章 会    員 

 

（会  員） 

第６条 本会の会員は、次のとおりとする。 

（１）一般会員 

      この会の目的に賛同した地方公共団体、企業、団体、個人とする。 

（２）特別会員 

      この会に対し、アドバイス等を行ってもらう国の出先機関等とする。 

 

（入  会） 

第７条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長あて提出しなければ

ならない。 

 



第３章 役員及び組織 

 

（役  員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

（１）会  長    １名 

（２）副会長    ２名 

（３）幹  事  ２０名程度 

（４）監  事    ２名 

２ 幹事を除く役員は、総会において会員の中から選任する。 

３ 幹事については、別に定める佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程により

選出し、総会において承認する。 

 

（役員の職務） 

第９条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または、会長が欠けた時は、会長があら

かじめ指名するところに従い、その職務を代行する。 

３ 幹事は、幹事会を構成し、本規約に定める事項及び会務の執行に関する事項を審議決定

する。 

４ 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第 10 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とす

る。 

３ 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

 

第４章 会    議 

 

（総  会） 

第 11 条 総会は、会員をもって構成し、次の事項について議決する。 

（１）中期推進項目及び事業計画に関すること 

（２）収支決算及び収支予算に関すること 

（３）規約の改廃に関すること 

（４）解散その他、本会の運営に関する重要な事項 

２ 総会は、会長が招集し、会議の目的たる事項等を通知しなければならない。 

３ 総会の開催は、集合によるもの又は電子媒体によるものとする。 

４ 総会は、原則として、年１回定期総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開

催す 

ることができる。 

５ 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。 

６ 総会においては、会長が議長となる。 

７ 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

 



（幹事会） 

第 12 条 幹事会は、幹事をもって構成し、別に定める事項について審議する。 

２ 幹事会の長として、幹事会座長を互選によって選出する。 

３ 幹事会は、原則として年間３回程度開催するが、その他必要に応じて開催できるものと

する。 

４ 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。 

５ 幹事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは幹事会座長の決するところによる。 

 

（専 決） 

第 13条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項につ

いて幹事会に諮った上で、専決することができる。 

２ 会長は前項の規定により専決をしたときは、その内容について次の総会において報告

しなければならない。 

 

第５章 会計及び会費の徴収方法 

 

（事業年度） 

第 14 条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 

（会  費） 

第 15条 本会は、経費に充当するため、一般会員より会費を徴収する。また、本会は、補

助金並びに寄附金を受けることができる。 

 

（事業計画及び予算） 

第 16条 本会の事業計画及び予算は、会長が調製し、事業開始前に総会の議決を得なけれ

ばならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第 17 条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において

承認を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属等） 

第 18 条 本会が解散する場合において有する残余財産は、これまでの負担金の額に応じ

て構成団体に分配する。ただし、解散時の総会において、別の議決を行った場合は、その

決議に従う。 

 

第６章 帳    簿 

 

（帳  簿） 

第 19 条 本会に次の帳簿を備え付けるものとする。 

（１）会議録 

（２）規約、役員名簿、会員名簿 

（３）会費納入簿 

（４）金銭出納簿 

 



第７章 その他 

（事務局） 

第 20 条 本会の連絡、会計その他の庶務事務を処理する事務局を佐賀県総務部行政デジタ

ル推進課に置く。 

 

   附 則 

１  この規約は、平成元年 10月26日から適用する。 

２  本会の設立初年度の事業年度は、第 14条の規定に関わらず、設立総会のあった日から平成２年  

３月31日までとする。 

３  本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 11条の規定に関わらず、設立総会の定めると

ころによる。 

４  この規約に定めるものの他、本会の運営上の必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規約は、平成16年６月11日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成19年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成20年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成22年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成23年５月26日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成26年５月28日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成27年５月19日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成28年５月26日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成29年５月23日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成30年５月29日から適用する。 

附 則 

この規約は、令和元年５月 28日から適用する。 

  附 則 

この規約は、令和３年６月 11日から施行する。 

 附 則 

この規約は、令和４年５月 31日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和５年５月 30日から適用する。 
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○副会長（２名）  佐賀県ケーブルテレビ協議会          副会長 大野 裕志 

          佐賀大学総合情報基盤センター        センター長 堀  良彰 

○幹 事（1６名）  NTT西日本株式会社佐賀支店       副支店長 川越 弘敏 

（◎は座長）   九州電力株式会社佐賀支店 
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ニシム電子工業株式会社佐賀支店        支店長 江頭 嘉則 

佐賀シティビジョン株式会社     営業部広告課課長 原田 陽介 

株式会社佐賀新聞社 統合編集本部メディア局 

コンテンツ部部長  林   大介 

SDCソリュ－ションズ株式会社 システム本部 

システムサービス事業部インフラビジネス部部長 富崎 智彦 

株式会社プライム           企画営業部部長 青木 孝広 

有限会社佐賀情報ビジネス         代表取締役 江島 光代 

特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀 理事長 坂井 民雄 

公益財団法人佐賀県産業振興機構       副理事長 藤本 武 

唐津ビジネスカレッジ             教 頭 下木 祐二 

佐賀コンピュータ専門学校       事務長 堤  和義 

◎佐賀大学                経済学部部長 羽石 寛志 

 嬉野市                 広報広聴課長 松尾 良孝 

太良町                 企画政策課長 江口 薫 

佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策協議会  事務局 中間 喬之 

 

○監 事（２名）  株式会社 NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社 

                   九州支社佐賀支店 支店長 山田 聡子 

鳥栖市          政策部情報政策課次長兼課長 山本 英規 
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